
 

佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例 
平成２０年３月２４日 
佐賀県条例第 ２１ 号 

 
（目的） 
第１条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号。以下「法」

という。）第９条の規定する必要な措置その他の事項を定めることにより、県民の動物愛護の

精神の高揚を図り、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物による人の生命、身体及び

財産に対する侵害を防止することを目的とする。 
 
（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
 一 動物 ほ乳類、鳥類及びは虫類に属する動物をいう。 
 二 特定動物 法第２６条第１項に規定する特定動物をいう。 
 三 特定犬 人に危害を加えるおそれがあるものとして規則で定める犬をいう。 
 四 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。 
 五 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための工作物をいう。 
 
（県の責務） 
第３条 県は、法及びこの条例の目的を達成するため、動物の愛護及び管理に関する普及啓発そ

の他の必要な施策を実施するよう努めるものとする。 
 
（県民の責務） 
第４条 県民は、動物の愛護に努めるとともに、法及びこの条例に基づき県が行う施策に協力す

るよう努めなければならない。 
 
 (多頭飼養者の遵守事項) 
第５条 犬又はねこの飼い主（法第１０条第１項の規定による登録を受けた者（以下「動物取扱

業者」という。）その他規則で定める者を除く。)であって、その飼養施設の所在地において飼

養する犬又はねこ（犬又はねこのいずれも生後９０日以内のものを除く。次条第１項第３号に

おいて同じ。)の数若しくはこれらの数を合算した数（以下「飼養数」という。)が６以上とな

る者(以下「多頭飼養者」という。)は、周辺の地域の住民から犬又はねこの飼養状況等につい

て説明を求められた場合には、当該飼養状況等について説明するよう努めなければならない。 
 
(多頭飼養の届出) 
第６条 多頭飼養者は、飼養数が６以上となった日から３０日以内に、その飼養数が６以上とな

った飼養施設の所在地ごとに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
二 飼養施設の所在地 
三 犬及びねこの数 
四 飼養の方法 
五 その他規則で定める事項 



 

２ 前項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。 
 
（変更等の届出） 
第７条 前条第１項の規定による届出をした者は、同項各号（第２号を除く。）に揚げる事項に

変更があったときは、その日から３０日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。た

だし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。 
２ 前条第１項の規定による届出をした者は、当該届出に係る飼養施設における飼養を廃止した

とき、又は当該届出に係る飼養数が６未満となったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出

なければならない。 
 
（多頭飼養者に対する助言又は指導） 
第８条 知事は、多頭飼養者の飼養する犬及びねこの健康と安全を保持し、又は周辺の生活衛生

環境の保全を図るために必要な限度において、当該多頭飼養者に対し、当該犬及びねこの飼養

施設の構造及び飼養の方法に関し助言又は指導をすることができる。 
 
（特定犬の飼養又は保管） 
第９条 特定犬（規則で定めるものを除く。）の飼い主は、人の生命、身体又は財産に対する侵

害を防止するため、当該特定犬をおりの中において飼養し、又は保管しなければならない。 
 
（標識） 
第１０条 特定犬の飼い主は、公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を掲示しなければなら

ない。 
 
（特定犬の飼い主に対する助言又は指導） 
第１１条 知事は、特定犬の健康と安全を保持し、又は周辺の生活環境の保全を図るために必要

な限度において、特定犬の飼い主に対し、当該特定犬の飼養施設の構造及び飼養の方法に関し

助言又は指導をすることができる。 
 
（飼養施設の設置） 
第１２条 動物取扱業者は、新たな所在地に飼養施設を設置するときは、動物を飼養し、又は保

管する周辺の生活環境に配慮するとともに、その周辺の地域の住民に対し、動物の飼養方法等の

説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。 
 
（犬及びねこの引取り） 
第１３条 知事は、法第３５条第１項の規定により所有者から犬又はねこの引取りを求められた

場合には、当該所有者に対し、当該犬又はねこの飼養の継続又は第三者への譲渡について助言

をすることができる。 
 
（公示及び処分） 
第１４条 知事は、法第３５条第２項において準用する同条第１項の規定により犬若しくはねこ

を引き取ったとき、又は法第３６条第２項の規定により犬、ねこ等の動物を収容したときは、

規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。 
 



 

２ 知事は、前項の規定による公示をした日から起算して１週間を経過しても飼い主が当該公示

に係る動物を引き取らないときは、当該動物を処分することができる。 
  
（動物の譲渡等） 
第１５条 知事は、法第３５条第１項の規定により引き取った犬若しくはねこ又は前条第２項の

規定により処分することができることとなった動物を、飼養を希望する者で、適正に飼養し、

又は保管することができると認められる者に譲渡することができる。 
２ 前項の規定による譲渡を受けようとする者は、知事が行う動物の適正な飼養に関する講習会

を受講しなければならない。 
 
（緊急時の措置） 
第１６条 飼い主は、飼養し、又は保管する特定動物又は特定犬（以下「特定動物等」という。）

が逸走したときは、直ちに知事及び警察官にその旨を通報するとともに、当該特定動物等の捕

獲その他人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するため必要な措置をとらなければなら

ない。 
２ 知事は、前項の規定による通報があった場合又は逸走した特定動物等を発見した場合であっ

て、人の生命、身体又は財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、職員に、当

該特定動物等を捕獲させ、又は殺処分させることができる。 
３ 前二条の規定は、前項の規定により特定動物等を捕獲した場合について準用する。 
 
（事故届） 
第１７条 特定動物又は犬の飼い主は、飼養する特定動物又は犬が人の生命又は身体を侵害した

ときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、事故及びその

後の措置について、直ちに知事に届け出なければならない。 
２ 犬の飼い主は、飼養する犬が人をかんだときは、直ちに狂犬病の疑いの有無について当該犬

を獣医師に検診させなければならない。 
 
（勧告及び命令） 
第１８条 知事は、動物が人の生命、身体又は財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがある

と認めるときは、当該動物の飼い主に対し、期限を定めて、安全のために必要な措置をとるべ

きことを勧告することができる。 
２ 知事は、不適正な飼養によって動物の健康又は安全が損なわれていると認めるときは、当該

動物の飼い主（動物取扱業者を除く。）に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきこと

を勧告することができる。 
３ 知事は、前二項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかっ

たときは、その旨を公表することができる。 
４ 前項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、当該

事案について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。 
５ 知事は、第１項又は第２項の規定による勧告を受けた者が、第３項の規定によりその勧告に

従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとら

なかった場合で、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に

係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
 



 

（立入調査等） 
第１９条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係者に対し、動物の

飼養状況及び飼養施設その他の物件について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、

飼養施設の設置場所その他動物の飼養に関係ある場所に立ち入り、動物の飼養状況及び飼養施

設その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 
２ 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

にこれを提示しなければならない。 
３ 第１項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 
 
（委任） 
第２０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 
（罰則） 
第２１条 第１８条第５項の規定による命令（同条第１項の規定による勧告に係る命令に限る。）

に違反した者は、３０万円以下の罰金に処する。 
 
第２２条 次の各号のいずれかに該当する者は、２０万円以下の罰金に処する。 

一 第１８条第５項による命令（同条第２項の規定による勧告に係る命令に限る。）に違反し

た者 
二 第１９条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若し

くは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若

しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 
 

第２３条 第１６条第１項の規定による通報をしなかった者は、５万円以下の罰金に処する。 
 
（両罰規定） 
第２４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対

しても各本条の罰金刑を科す。 
 
（過料） 
第２５条 第６条第１項又は第７条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、

５万円以下の過料に処する。  
 
附則 
（施行期日） 
１ この条例は、平成２０年７月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この条例の施行の際現に飼養数が６以上である者に係る第６条第１項の規定の適用につい

ては、この条例の施行の日に飼養数が６以上となった者とみなして同項の規定を適用する。こ

の場合において、同項中「飼養数が６以上となった日から３０日以内」とあるのは、「この条

例の施行の日から３０日以内」とする。 


